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名 証 自 規 Ｇ 第 ７ 号 

2020 年 ２ 月 10 日 

情報取扱責任者 各位 
 

株式会社名古屋証券取引所 

自主規制グループ長 中村 秀昭 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた適時開示実務上の取扱い 
 

 

今般の新型コロナウイルス感染症の拡大は、グローバルな経済活動に大きな影響を与えており、

中国に主要な事業拠点や取引先を有している場合をはじめ、上場会社の皆様の事業活動にも、今後

少なからず影響が及ぶことが懸念されはじめております。 

こうした状況を踏まえ、当取引所では、下記のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響に関す

る適時開示実務上の取扱いを整理いたしましたので、お知らせいたします。 

情報取扱責任者の皆様におかれましては、よろしく社内のご関係者にご周知いただき、重要な会

社情報の適時かつ適切な開示にご配慮くださいますようお願いいたします。 

 

記 

 

１．決算及び四半期決算の内容の開示 

 通期の決算内容及び四半期決算内容につきまして、今般の新型コロナウイルス感染症の影響に

より決算手続き等に遅延が生じ、速やかに決算内容等を確定することが困難となった場合には、

「事業年度の末日から４５日以内」などの時期にとらわれず、確定次第にご開示いただくことで

差し支えありません。 

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、大幅に決算内容等の確定時期が遅れることが

見込まれる場合には、その旨（及び確定時期の見込みがある場合には、その時期）の適時開示を

ご検討ください。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、有価証券報告書又は四半期報告書の提出期限

の延長申請を行うことを決定した場合には、その旨の適時開示が必要となりますのでご留意くだ

さい。 

 

２．事業活動等への影響に関する開示 

 このたびの新型コロナウイルス感染症が上場会社各社の事業活動や経営成績に及ぼす影響は、

投資者の投資判断及び株式等の価格形成にも影響を与えることが見込まれます。 

当取引所におきましても、市場における売買取引の監視等を通じて取引の公正性確保に努めて

おりますが、不正確・不明確な情報に基づく価格形成を回避し、投資者に適切な投資判断を促す

観点から、役職員や取引先その他の関係者の皆様の健康及び安全の確保を最優先いただいたうえ

で、可能となった時点では、速やかにかつ積極的に、影響等に係る情報開示をご検討ください。 
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３．業績予想に関する開示 

 今般の新型コロナウイルス感染症が事業活動及び経営成績に与える影響により、決算内容の開

示に際して業績予想の合理的な見積もりが困難となった場合や、開示済みの業績予想の前提条件

に大きな変動が生じた場合などにあっては、その旨を明らかにして、業績予想を「未定」とする

内容の開示を行い、その後に合理的な見積もりが可能となった時点で、適切にアップデートを行

うことなどが考えられます。 

 

４．その他 

 これらのほか、今般の新型コロナウイルス感染症に関連して、重要な会社情報の適時開示等に

つきお困りのことがございましたら、ご遠慮なく当取引所までご相談ください。 

また、本日付で「新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限について」

が金融庁ホームページに掲載されておりますので、あわせてご参照ください。 

 

以 上 

 

 

 

 

【本件に関するお問合せ先】 

株式会社名古屋証券取引所 自主規制グループ（上場監理担当） 

電話：052-262-3174  電子メール： jisyukisei@nse.or.jp 
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